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【庁議結果_HP版】 

区   分 内           容 

会 議 名 令和元年度 第１７回庁議 

日   時 令和元年１１月１９日（火）午前８時４５分から午前９時３０分まで 

場   所 庁議室 

件 名 

【報告事項】 

(1) 回生電動アシスト自転車を活用した市民モニタリングについて 

（政策部） 

(2) 新議会棟の整備について（財務部） 

(3) 令和元年第４回定例会会期予定等について（議会事務局） 

【報告事項】 

(1) 回生電動アシスト自転車を活用した市民モニタリングについて（政策部） 

政策部より資料に基づき説明 

※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

(2) 新議会棟の整備について（財務部） 

財務部より資料に基づき説明 

※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

(3) 令和元年第４回定例会会期予定等について（議会事務局） 

議会事務局より資料に基づき説明 

※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

【質疑等】 

(1) 回生電動アシスト自転車を活用した市民モニタリングについて（政策部） 

《文化スポーツ観光部長》 

 まちづくり公社には、１００台のうち２０台を貸していただけるとのことだが、来年

は DCの本番を迎え、市内の回遊観光が大きな目玉の一つでもあるので、利用状況によ

っては台数を２０台から３０台に増やすようなことも考えていただけるとありがたい。 

 

《政策部長》 

 別紙２の台数の割振りは、第１期と第２期で分かれている。第１期はこのとおり実施

したとしても、第２期では、第１期の様子を見ながら台数の割振りを変更することも可

能なので検討したい。 

 

《市長》 

街の中でテストケース１００台が動くということだが、それ以上に大切なことは、私

たちがやっている MaaS のパーソナルモビリティとして自転車をどのように使うかと

いうことだと思っている。 
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《情報政策担当部長》 

市長がおっしゃったように、MaaSとの連携はまだどこの市もやっていないと思う。

そういうところを視野に入れて取り組むと面白いと思う。 

 

《市長》 

市民とすれば、すでにやっているポート方式のシェアサイクルシステムがある。

MaaS連携まで含めて取り組まないと妙味がない。情報政策担当部長はどう思うか。 

 

《情報政策担当部長》 

GPS でデータが取れるので、例えば外国人観光客が自転車でどこを回るかというこ

とを調査して、私たちが気付かなかったところに外国人観光客が行っているということ

がわかれば、私たちが気付かないようなことを気づくことができる一つの取り組みとし

て、次の観光 PR にも繋げられると思う。データの活用、市民の動きや観光客の動きの

データを吸い上げてどういったところに使えるのかというところで、私たちが政策立案

に活かしていければよいと思う。 

 

《総務部長》 

 最終的にはデータ活用とあるが、やはりそこが一番難しいところだと思う。 

 

《政策部長》 

 先ほど市長から話があったように、MaaS 構築に向けて、この自転車がどのように

活用できるか、または、バス停における自転車からの乗り継ぎをどうするのか、そうい

ったことの検討に活用していく。 

 

《総務部長》 

 ぜひとも、関係する皆さんで役割分担を明確にしながらやっていただきたいと思う。 

 

《健康部長》 

自転車を貸し出すわけだが、これは地区を限定して貸し出すのか。前橋市内であれば

手を挙げればどこでも貸し出すのか。 

 

《政策部長》 

商工会議所がモニターを募集して、特に地区の限定はせずに貸し出しをして、モニタ

ーがどういった範囲で乗るかを調査するということである。 

 

《総務部長》 

 モニター利用が終わった後は、この１００台はどうなるのか。 

 

《政策部長》 

 本市に寄付される。 

 

 (2) 新議会棟の整備について（財務部） 
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《健康部長》 

新議会棟はとても素晴らしいと思う。工事費が５０億円ということだが、財源はどの

ようになっているのか。 

 

《財務部長》 

平成３０年１１月に策定した基本計画の中では、事業費にすると３９億円から４５億

円という表現をしていて、財源とすると「緊急防災・減災事業債」。これは１００％充

当できて、７０％が地方交付税で措置される。それが令和２年度までの事業となってい

るので、令和３年度以降については「防災対策債」という起債で、こちらは９０％充当

可能で、５０％地方交付税措置、このような有利な起債をできるだけ活用していくとい

うことで、実質的な市の負担とすると１５億円から１７億円と基本計画の中では記載を

させていただいている。 

基本計画の中では、ほぼ全体面積に有利な起債を充てられるのではないかと想像して

いたが、その後、県との協議の中で、直接的に防災対策に関わるところ以外には、この

起債を使うのは難しいという話を頂いている。できるだけ、今お話しさせていただいた

起債を使えるように県とも協議をしていきたいと考えているが、基本計画の中で記載さ

せていただいた１５億円から１７億円という数字よりは、実質的な市の負担は増えてし

まうと考えている。 

 

《市長》 

行政機能が入るわけだが、そこに入る人たちには納得していただいているのか。 

 

《財務部長》 

 事前に会議をしており、確認していただいている。 

 

《教育長》 

１階から入ると市民の目から見ても非常にわかりやすい案内になっていると思うが、

市役所本庁舎の方から、例えば「生活課は向こうの議会棟ですよ。」という案内をして、

連絡通路を通って議会棟に入ると、市民の目から見てどのような案内がされるのか。 

 

《財務部長》 

市民にわかりやすい案内デザインや掲示にしたいと思う。 

 

《教育長》 

 よろしくお願いしたい。 

 

《市長》 

 一般市民は、本庁舎に来てから議会棟に行くことが増えるのか。 

 

《財務部長》 

 生活課については、窓口がほかの課と連動しているというのはあまりないと思う。 
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《建設部長》 

連絡通路は、フラットになるということでよいのか。 

 

《財務部長》 

 フラットというよりは、なだらかなスロープである。 

 

《副市長》 

文化財調査で何か出てきているようだが、予定どおり進んでいるのか。 

 

《財務部長》 

予定どおりだと思う。現地で掘るのは年内に終了し、来年に入ると机上での調査にな

るようだ。 

 

《教育次長》 

住居跡のようなものが出ている。 

 

《財務部長》 

 特にそれで遅れが生じているという話は聞いていない。 

 

《教育次長》 

 重要なものが出ればさらに掘り進めるのかもしれないが、工事の場合は事前に掘る範

囲を決めて試掘することが多いようである。 

 

《建設部長》 

手付かずの場所だと、ある程度は出る。それが大事なものかどうかは専門家のご意見

を聞かないとわからない。土器が出たというのはよくあることである。 

 

《教育次長》 

昔のお城の範囲内にある区域なので、何も出ないということはない。 

 

《教育長》 

 何か重要なものが出ればその都度報告があると思う。 

 

《教育次長》 

 今のところ、重要なものが出たという話はない。 

 

《政策部長》 

風呂川は改修というか、水の流れを変えたりするのか。 

 

《財務部長》 

 周りを整備していく中で、今は少し汚いので、きれいにして見栄えを良くしていくと

思う。 
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《建設部長》 

ごみや落ち葉が溜まって、定期的に堰のところで掃除をしないとだめだが、そのよう

な機能がない。全部を暗渠にしてしまうのであれば一番上流側でできるが、オープンに

なっているので何か対策をとるか、今までどおりのやり方になる。 

 

《市長》 

風呂川の話は大切である。アーバンデザインの観点から見るといかがか。 

 

《都市計画部長》 

先程の説明で、小学生が通学等で川の側を通るということだったが、ここは市の顔の

部分なのでアーバンデザインの策定区域にしている。 

 

《市長》 

アーバンデザインを一定程度尊重しながらつくっているということか。 

 

《都市計画部長》 

 そうである。 

 

《財務部長》 

 市街地整備課にも相談をさせていただきながらつくっている。 

 

《建設部長》 

ガラスやサッシ等は汎用品を使用するのか。一般的なものだと将来的に修繕もしやす

いのではないかと思う。 

 

《財務部長》 

使用するのは普通に市販されているものだと思う。省エネにできるようにということ

で、ガラスも新しい素材のものを使うが、基本的には市販されているものということで

考えている。 

 

 

【その他】 

《教育長》 

１６日（土）、１７日（日）の学校フェスタは大変お世話になった。１０回目という

ことで、去年よりだいぶ多くの方に来ていただいたようである。市長をはじめ、職員に

もたくさん来ていただき大変ありがたかった。職員によろしくお伝えいただきたい。 

 

《市長》 

今日は審議事項もなく、皆さんで状況確認のミーティングだったので、見てわかる資

料は説明に時間をかけずに、皆さんでフリーに言い合えるような時間にした。庁議は、

感じたことを言い合う場なので、対等な関係で言いたいことを言うべきだと感じてい



6 

る。審議事項は細かい説明が必要だが、今回のような報告事項のときには、そういう雰

囲気になるように進行していただきたい。 

 

以上 

 

 

＊ 今後の庁議開催予定 

開 催 日 開催時間 場 所 

１２月 ４日（水） 午後２時００分 庁議室 

１２月１７日（火） 午前８時４５分 庁議室 

 1月 ７日（火） 午前９時００分 庁議室 

１１月の定例記者会見は、２６日（火）午後２時００分から開催します。 

１２月の定例記者会見は、１２日（木）午後２時００分から 

２４日（火）午後２時００分から開催します。 

 


